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258　第 6章　

　占領下では連合国への批
ひ

判
は ん

を許さない徹
て っ て い

底した検
け ん

閲
え つ

が行われました。日本
人洗

せ ん の う

脳作戦や東京裁判は、日本人の歴史に対する見方に影
え い

響
きょう

を与えました。

占
せ ん

領
り ょ う

下
か

の検
け ん え つ

閲と東
と う

京
き ょ う

裁
さ い

判
ば ん
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　占領軍は、占領直後から新聞、雑誌、ラジオ、映画

のすべてにわたって言論に対するきびしい検閲を行い

ました。

　検閲にあたっては、30 項目にわたる指針を秘
ひそ

かに

設
もう

けていました。それによると、アメリカ、ロシア、

中国などの連合国や朝鮮人への批判をはじめ、ＧＨＱ

が日本国憲法を起
き

草
そう

したことや満州における日本人の

取り扱いに対する批判も禁じました。戦争犯
はん

罪
ざい

人
にん

を正

当化したり擁
よう

護
ご

したりすることも許しませんでした。

　また終戦直後の学校では、それまでの教科書がその

まま使われていましたが、軍国主義や戦意高
こう

揚
よう

とみな

される部分は、子供たちに指示して、墨
すみ

で黒く塗りつ

ぶさせました。

　さらにＧＨＱは、「戦争についての罪
ざい

悪
あく

感
かん

を日本人に

植えつけるための情報宣伝計画」（ウォー・ギルト・イ

ンフォメーション・プログラム）を実施します。

　「大東亜戦争」という用語を禁止するとともに、

1945 年 12 月には「太平洋戦争史」というＧＨＱ提

供の企画記事を、全国の主要新聞にいっせいに連
れん

載
さい

さ

せました。ＮＨＫラジオでもほぼ同じ内容の放送をさ

せました。戦争はすべて日本のせいだとするとともに、

日本兵が犯したとされる残
ざん

虐
ぎゃく

行為をあることないこと

暴
あば

き立て、日本人の心に深
しん

刻
こく

なショックを与えました。

◉戦争についての罪
ざい

悪
あく

感
かん

を植えつける

　1945（昭和 20）年 9 月、日本はアメリカに占
せん

領
りょう

さ

れ、連合国軍総司令部（ＧＨＱ）の統
とう

治
ち

下に入りました。

1952（昭和 27）年 4 月に独立を回復するまでの 6 年

8 カ月間、日本は主権を奪
うば

われ、外交権もありません

でした。これほど長期にわたる占領は、歴史にあまり

例がありません。

　アメリカの占領目的のひとつは、日本が再びアメリ

カに武力をもって立ち向かうことのないよう、日本の

国
こっ

家
か

体
たい

制
せい

を改
かい

造
ぞう

し、日本を弱体化することにありまし

た。そこで、英文で書いた憲法原
げん

案
あん

を与えるなど、国

家改
かい

造
ぞう

を行いました。それが「民主化」と言われた占
せん

領
りょう

政
せい

策
さく

の隠された意図でした。

　占領者が占領地の憲法を変えることは、ハーグ陸
りく

戦
せん

法
ほう

規
き

という国際法上禁止されています。しかし当時の

日本政府は、この原案を受け入れ、日本国政府の改正

案として大日本帝国憲法改正手続きを経て制
せい

定
てい

しまし

た。現在の政府も有効な憲法としています。

◉東京裁判と国際法

1946（昭和21）年5月から2年半にわたって東
とう

京
きょう

裁
さい

判
ばん

が開かれました。戦争前や戦争中の指導的な政治家

や軍人が被
ひ

告
こく

となり、全員が有罪と宣告されて、大東

亜戦争開戦時の首相・東
とう

条
じょう

英
ひで

機
き

以下7人が絞
こう

首
しゅ

刑
けい

に処

◉占
せん

領
りょう

目的は日本の弱
じゃく

体
たい

化
か
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せられました。

東京裁判は、①勝

った側が負けた側を

裁
さば

いた②裁判官も検

察 官 も 大 多 数 が 勝

った側から出た③勝

った側の戦争犯罪は

裁かれなかった、と

いう指
し

摘
てき

があります。

また「平和に対する

罪」などは、戦後に

出てきた考えで、事後にできた法によって裁いてはい

けないという近代法の原則にも反しているとの指摘も

あります。

インドを代表して参加したパル判事は、この裁判は

国際法上の根
こん

拠
きょ

を欠いているとして、被告全員の無罪

を主張しました。しかし、ＧＨＱはこの意見書を公
こう

表
ひょう

しませんでした。

◉マッカーサーの反省

東京裁判開
かい

廷
てい

の最高責任者だったマッカーサーＧＨ

Ｑ最高司令官は、この裁判を積極的に推
すい

進
しん

したと考え

られています。しかし、戦争を始めた人を、新たに設

けた「平和に対する罪」で裁くことに、最初から疑問

をもっていました。

1950（昭和25）年、マッカーサーはトルーマン大

統領に会ったとき、この年の6月に始まった朝鮮戦争を

取り上げ、国家の指導者を平和に対する罪で裁いても、

戦争を防止することはできないのだ、と述べました。

このような批判も反省もある裁判ですが、現在の日

本政府は「裁判そのものは受
じゅ

諾
だく

しており、異
い

議
ぎ

を述べ

る立場にはない」としています。

①
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
も
し
く
は
総
司
令
部
に
対
す
る
批
判

②
極
東
国
際
軍
事
裁
判
へ
の
批
判

③
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
日
本
国
憲
法
を
起
草
し
た
こ
と
へ
の
言
及
と
、
成

立
に
果
た
し
た
役
割
に
対
す
る
批
判

④
検
閲
制
度
へ
の
言
及

⑤
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
の
批
判

⑥
ロ
シ
ア
（
ソ
連
）へ
の
批
判

⑦
英
国
へ
の
批
判

⑧
朝
鮮
人
へ
の
批
判

⑨
中
国
へ
の
批
判

⑩
そ
の
他
の
連
合
国
へ
の
批
判

⑪
連
合
国
一
般
へ
の
批
判
（
国
を
特
定
し
な
く
と
も
）

⑫
満
州
に
お
け
る
日
本
人
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
批
判

⑬
連
合
国
の
戦
前
の
政
策
に
対
す
る
批
判

⑭
第
三
次
世
界
大
戦
へ
の
言
及

⑮
冷
戦
に
関
す
る
言
及

⑯
戦
争
擁
護
の
宣
伝

⑰
神
国
日
本
の
宣
伝

⑱
軍
国
主
義
の
宣
伝

⑲
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
宣
伝

⑳
大
東
亜
共
栄
圏
の
宣
伝

㉑
そ
の
他
の
宣
伝

㉒
戦
争
犯
罪
人
の
正
当
化
お
よ
び
擁
護

㉓
占
領
軍
兵
士
と
日
本
女
性
と
の
交
渉

㉔
闇や

み

市い
ち

の
状
況

㉕
占
領
軍
軍
隊
に
対
す
る
批
判

㉖
飢き

餓が

の
誇こ

張ち
ょ
う

㉗
暴
力
と
不ふ

穏お
ん

な
行
動
の
煽せ

ん

動ど
う

㉘
虚
偽
の
報
道

㉙
Ｇ
Ｈ
Ｑ
ま
た
は
地
方
軍
政
部
に
対
す
る
不
適
切
な
言げ

ん

及き
ゅ
う

㉚
解
禁
さ
れ
て
い
な
い
報
道
の
公
表

墨
すみ

塗
ぬ

り教科書　
教室で子供に指示して墨を塗らせ
ました。（北海道立総合博物館蔵）

＊この 30 項目は、当時、極秘扱いとされ、後に米国立公文書館の資料で明らかになりました。

パル判事
（1886 〜 1967）

第1節　占領と冷戦
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